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平成21年度第6回新宿区外部評価委員会会議要旨 

 

＜出席者＞ 

外部評価委員（11名） 

卯月会長、名和田副会長（第 3部会長）、岡本委員（第 2部会長）、入江委員、大塚

委員、川俣委員、小菅委員、富井委員、中原委員、鍋島委員、芳賀委員、 

事務局（3名） 

猿橋総合政策部長、木内行政管理課長、大竹主査、担当1名 

 

＜開催日＞ 

 平成 22年 3月 1日（月） 

 

＜場所＞ 

区役所本庁舎6階 第 3委員会室 

 

＜開会＞ 

1 外部評価を踏まえた区の取組みについての検証 

【会長】 

 それでは、6時の定刻になりましたので、平成21年度第6回新宿区外部評価委員会を開会した

いと思います。 

 本日は大きく2つ課題があります。1つ目は「外部評価を踏まえた区の取組みについての検

証」ということで、昨年私ども外部評価委員会の報告書をもとに、区が総合的にその評価を判

断し、予算等に反映したということでございますので、その検証を行うということです。これ

はいわゆる今年度の評価の最後の実施ということになります。 

 それから、2つ目は4つほどございますけれども、来年度の評価の方法、進め方についての議

論でございます。来年度は補助事業についての見直しの時期ということでございまして、補助

事業も見直しをする。それから、新たに経常事業あるいは事業仕分けという全く新しい言葉が

この外部評価に出てまいりました。後で事務局からお話をいただきたいと思います。それらを

含めて次年度大変仕事が多くなっていくようでございますけれども、それについての議論を少

し始めたいと思います。 

 それでは、まず最初の「外部評価を踏まえた区の取組みについての検証」について、既に資

料は皆さんのお手元に郵送されていたかと思いますが、事務局から資料の説明をお願いいたし

ます。 

【事務局】 

 それでは資料のご説明をさせていただきます。 

 事前にお送りしてあるものが「外部評価結果を踏まえた区の取組みについて」、それと「新
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宿区第一次実行計画ローリング」というホチキスどめのものが1つ、それと「平成22年度予算

（案）の概要」という冊子になっているものがございます。 

 まず、「外部評価結果を踏まえた区の取組みについて」の2ページ目をお開きください。 

 総合判断の見方ということで、基本目標から個別目標、計画事業、計画事業のところが太字

になってございますけれども、その計画事業の中で、外部評価委員会の外部評価結果報告書か

ら改善を求められている事業を掲載してございます。枠が左と右に分れておりまして、左側の

外部評価の実施結果のところに、外部評価委員会の実施結果報告書の中から指摘部分を抜粋し

てございます。 

 右側の内部評価と外部評価を踏まえた区長の総合判断という部分が、内部評価あるいは外部

評価の結果を踏まえて区長が総合判断をした部分でございます。その下の枠のところに評価結

果を反映した事業の事業名とその事業の予算額を記載してございます。 

 具体的には3ページ目をごらんいただきたいんですけれども、総合判断ということで、計画

事業1「（仮称）自治基本条例の制定」、これが外部評価実施結果では、内部評価に対する評

価の部分の、目的の達成度について指摘を受けている。計画どおりには進んでいないけれども、

十分な意見交換のためには実質的にはそのほうが望ましいというご意見がございましたけれど

も、それに対して区長の総合判断としては、自治基本条例の制定時期については、十分な議論

を踏まえて取り組む必要があることから22年度中とすることを見直して、区民検討組織である

区民検討会議及び区民、議会、区の三者による検討連絡会の開催回数を増やし、十分な検討を

行いますというような形で、見直していくということに総合判断してございます。 

 また、協働の視点による評価についても、外部評価委員会の指摘に対して、区長が総合判断

した内容は右側に記載しております。その下にその評価結果を反映した事業の予算として、

（仮称）自治基本条例制定という事業についての予算額をここに記載してございます。指摘を

受けた部分が多い事業については、複数のページにわたって多くなっているというような形で、

これが全体として総合判断として取りまとめたものでございます。 

 続きまして、「平成22年度予算（案）の概要」、この24ページをお開きいただきたいと思い

ます。 

 こちらに、この外部評価結果を踏まえた区の取り組み、総合判断に基づきまして、外部評価

委員会の評価結果を反映した事業、その反映内容、その事業の予算額を記載しているところで

ございます。 

 昨年まではこの見出しのところで、評価結果を予算に反映という形になっていましたので、

ここに記載されている金額全部が外部評価結果のそのものを反映したように受けとめられるた

め、表現方法を注意して欲しいというご指摘を受けておりますので、今年度は「評価結果を反

映した事業の予算額」という形で整理をさせていただいてございます。 

 先ほどご案内しました「（仮称）自治基本条例の制定」から18の事業が予算要求に反映され

ているという形になってございます。 

 続きまして、もう一つの「新宿区第一次実行計画ローリング」、これは20年度から23年度の
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計画事業を見直したものでございます。この26ページ目をお開きいただきたいと思います。 

 こちらに計画事業を見直したもののうち外部評価結果を反映したものを整理してまとめてご

ざいます。この中で下から2行目、3行目のところでございますけれども、昨年、「79の文化創

造産業の誘致」、それと「81の文化芸術の創造性を活かした地域産業の新たな展開への支援」

というこの2つの事業については、指標がほとんど重なっているということで、事業の整理を

すべきだというご指摘を受けまして、両方の事業を統合するという形で反映させてございます。 

 それぞれの事業につきましては、外部評価の実施結果の要旨と計画事業への反映の内容とい

うものをここで記載してございます。ここで上から2つ目「成年後見制度の利用促進」で、変

更区分のところに「指標」というものが入ってございます。これは前のページ、24ページ、25

ページをお開きいただきたいと思います。 

 昨年、外部評価を実施していただいている中でも、その指標が必ずしも事業の目的をあらわ

すものに合っていないのではないかというご指摘がございました。そういう中で、その指標を

見直したものをこの24ページ、25ページのところに記載してございます。内部評価を行う中で

自ら指標を変更したものもございますけれども、外部評価の結果を反映して、新たな指標を設

定したというものがいくつかございます。こちらもこの外部評価委員会の評価結果に基づいて

計画事業を見直した内容の一部ということになります。 

 この外部評価結果につきましては、昨年の11月に、議会の議会・行財政改革特別委員会に報

告してございます。特別委員会からは、これまでに比べると非常に見やすくなったという評価

をいただいております。それぞれの評価の視点に基づく内部評価に対して外部評価委員会がど

う評価したのか、評価の理由等についても詳しくなっていて、内部評価と合わせて見ると非常

に分かりやすくなっているというご意見をいただいております。 

 ただ、外部評価が十分な認識をしていないのではないかというご意見が出た部分もございま

す。これは行革の特別委員会で、ということではないんですけれども、その具体的な部分は、

外部評価報告書の11ページに、「特別区のあり方の見直しと自治権の拡充」というものがござ

いまして、総合評価の部分で、「結果として達成度が低いと評価しながら、総合評価で計画ど

おりと評価することには矛盾があるが、地域との連携が重要視されている児童相談所設置や教

職員の人事権に関する事務など、50項目が区に移管できたことは評価できる」という表現があ

るんですけれども、これが違うのではないかというご指摘をいただきました。内部評価の報告

書を見ますと、都区の事務配分の検討対象事務3分の1の事務について、21年度引き続き検討す

ることになりましたが、地域との連携が重要視されている児童相談所設置に関する事務や教職

員の人事権に関する事務などを含む50項目の事務について、区に移管することで都と合意でき

たことは大きな意味がありましたという表現になっておりまして、内部評価では移管すること

で都と合意ができたという表現になっています。私ども事務局のチェック漏れもありまして、

外部評価の方では、その合意という文字が落ちているという関係で、表現上は移管できたこと

を評価するという形になっておりました。 

 内部評価も記載が正確ではございませんで、区に移管する方向で協議することの合意ができ
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たということで、移管自体がまだ合意ができていない。そういう部分について十分聞き取りが

できなかったのか、あるいは内部評価と外部評価のずれが残っているのかいないかというご指

摘をいただいたところがございます。 

 こういう部分を除きましては、概ね外部評価の部分につきましては昨年以上に好評をいただ

いていると理解してございます。この外部評価の結果や区長の総合判断につきましては、今日

から始まった予算特別委員会の審議に、各議員の皆様に活用していただきたいということでご

案内をしているところでございます。 

 資料の説明は以上でございます。 

【会長】 

 ありがとうございました。 

 膨大な資料なので、皆さん自宅で読んでいただけたかと思うんですが、質問があれば、もち

ろんご意見でもよろしいんですが、受けておきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

【委員】 

 今、説明いただいた中で、この22年度予算（案）の概要の24ページの表現が、去年の意見を

踏まえて変更になったということを伺って、ああ、そうだったのかと、その辺を気がつかずに

読んでおりました。そういうふうに去年の意見を踏まえていただいたとしても、何かまだ外部

評価委員会の評価結果を反映したという部分では、私たちは過敏にならざるを得ないところが

ありまして、私たちの言ったことがこういうふうになるんだなというのをまた改めて今年もじ

っくり見つめていました。よくわからないのは、どういう反映のされ方か、例えば数字で言え

ばプラスに反映されたのか、マイナスに反映されたのか、文章と一つ一つ照らし合わせていけ

ばわかることではあるかと思いますが、そういう部分を自分が知りたいと思ったときに、どこ

を見たら、ローリングのこの表で確認するということなんでしょうか。 

反映したというのは、プラスに金額が上がったというものだけではないように思うんですけ

ど、どうなんでしょうか。ちょっと教えていただければと思います。 

【会長】 

 事務局、いかがですか。 

【事務局】 

 これはお手元にお配りしている資料だけでは、なかなかどの部分でいくら増えているいうの

は、確かにわかりづらいというか、わからないような形になっています。実行計画のローリン

グでは、例えば先ほどの「自治基本条例制定」ですと、7ページの一番上のところにございま

すけれども、変更前の20年から23年度の予算額が記載してあり、変更後の予算額というという

ことで、その増減が総額で年度ごとに入ってございます。右側に、22年第3回定例会条例案上

程・審議・制定ということで、括弧の中に21年度と入ってございますけれども、これがもとも

と21年度だったものもを1年先送りしたという形です。その下の協働事業については、採択事

業数がこういう形で減ったということで、22年度分は金額は減ってございますけれども、その

内訳はこの中では出てこないということになってございます。 
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【委員】 

 課長に代わって答弁をするわけじゃないんですが、とてもわかりやすいところが1つあるん

ですね。「外部評価を踏まえた区の取り組み」の10ページ、この成年後見制度の利用促進、こ

れは去年実施踏査をさせていただきました。その中で外部評価の結果、効果的・効率的な視点

のところで、環境がよくないという指摘がありました。早速区長の総合判断で、相談施設の環

境については、戸塚出張所移転後レイアウト改設工事を行うという見解です。 

 それが予算の概要24ページを見ますと、ちょうど真ん中辺に、成年後見制度の利用促進の中

に、戸塚出張所の移転の活用で900万の予算がついた。こういうふうに計数として反映してい

ただいたというに読みたいんですが、課長、間違っていますか。 

【事務局】 

 ありがとうございます。 

【委員】 

 とういうふうに数を出してくれるとわかりやすいと思うんです。 

【委員】 

 それから、自分の何らかの意見がここに反映されているとわかる部分と、自分で、こういう

言い方だったのかなとあいまいになって、それほどプラスの評価をしたつもりではなかったけ

れども、ここにはこういうふうに取り組む部分、いろいろあると思うので、個人個人、意見を

出された立場として思いが少しずつずれてくる部分もあるのかなと感じました。 

【事務局】 

 非常にわかりづらくて申しわけないんですけれども、この予算の概要のところ、それぞれ事

業の右側に変更内容が出てございます。この24ページの外部評価の評価結果を反映した事業の

予算額に掲載されている事業に反映内容というのが出てございますので、これもそれぞれ該当

するページを参照していただくと、ある程度はどういう部分が結果として反映されているのか

はわかるような形にはなってございます。 

【委員】 

 総合判断の欄で、区長は内部評価・外部評価それぞれに対する区民からの意見を受け付けて

総合判断となっています。今まで内部評価と外部評価は出ているんだけれども、もう一つの区

民の声というのは実際にはどこにあるんだろうと思っていました。その3つの意見が交錯して

出した結論がわかったほうが、我々もまた勉強できるんじゃないかと思うのですが、区民の声

というのはどこかにあるんですか。 

【事務局】 

 内部評価あるいは外部評価は、評価結果を出した後にホームページに掲載したり、ここの1

階の区政情報コーナーあるいは出張所に閲覧用で置いたり、販売したり、区の広報に概要を出

してご意見を求めているんですけれども、実は大変残念なことなんですけれども、20年度、21

年度も、特に区民の方からご意見というのが1件もなかったというのが実態でございます。 

【委員】 
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 隠れみのになっているのじゃないかという気がしますよね。 

 この件に関しては区民の声はありませんでした、こういう意見がありましたというのがどこ

かで並列してあったほうがわかりやすいと思います。それによってこの外部評価委員会ももっ

と勉強していくのだろうと思うんです。それがないと、区長がそれを踏まえて判断されたと言

っても、我々はうかがい知れません。 

【事務局】 

 区民の意見を受け付けて、判断を行って予算編成に反映するという仕組みになっていますと

いう部分で、その区民の意見がどうだっかというのは、確かにどこにも記載ございません。今

後区民のご意見があれば紹介してまいります。 

【委員】 

 区民の意見が無ければ、どこか欄を作って無しと書いておいてくれればいいですね。 

【事務局】 

 そういう形で工夫させていただきます。 

【委員】 

 僕も今朝から一生懸命自分がやったところを3冊読み込んで、どこが増えているんだろうと

か、どこが減っているんだろうと思って読んだのですがわからない。だから、この取り組みに

ついてのところの予算案に何かそういう表示をしていただくとわかりやすいのかなと思います。 

 あとの2冊はこれを主体につくられている書類じゃないから、この「外部評価の結果を踏ま

えた区の取組みについて」の予算の欄に書いていただくとわかりやすい。 

もう一つ、僕は読んでいて、回答のほうに経営整理的な表現、経常的な表現になっていない

というところがあるのかなと思いました。例えば5ページ目の協働提案制度ですけれども、協

働の視点による評価で、一番最初の協働の推進について、「引き続き第三者機関である新宿区

協働支援会議の意見を聞きながら、内部でも検討を進めていきます。」とあります。我々とし

ても具体的な議論をしたと思うんですけれども、答えとして具体的にどういうことを進めてい

くのか、どうしようと思っているのか、そういうところまで総合判断していただきたかったな

と思います。 

 それともう一つ質問は、個別目標評価への総合判断にお答えが一つもないですね。個別目標

というのは、総合的にここに書けなかったようなことを書いているわけですから、そういうこ

とに対して区長としての総合判断というのがどうあったのかというのも、やはり知りたかった

と思います。 

【会長】 

 個別目標については僕も感じたので、それについて事務局がお答えいただけるとありがたい

です。 

【事務局】 

 まず1点目の具体的な予算の反映の部分で、金額だけではなくてもう内容がわかるようにす

べきではないかという部分につきましては、先ほどご案内した「予算の概要」の、いわゆる変
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更している部分等を盛り込むなどして、よりわかりやすいような資料に今後工夫していきたい

と考えてございます。 

 もう少し具体的な検討内容を書くべきではないかという部分につきましては、それぞれの事

業課にご意見を伝えて、今後さらにより詳しい内容を記載するように努めていきたいと考えて

ございます。 

 最後の個別目標に対する区長の総合判断がなかったという部分でございますけれども、この

個別目標につきましては、昨年かなり時間がない中で外部評価委員会でまとめ上げていただい

たということは十分認識してございますけれども、今回は計画事業についてのご指摘を4年間

の経過期間中どう反映させて見直していくかという実行計画の見直し、予算への反映という部

分で、ローリングと予算の概要の整理をさせていただきまして、確かにご指摘のとおり個別目

標に対してどう考えるか、整理し切れなかった部分がございます。この点も今後きちんとした

対応をとらせていただきたいと考えてございます。 

【委員】 

 内容を見ても、区民の方から1件も意見がないのはわかるような気がします。一番初めに今

これに載っている自治基本条例をきちんと作って、そういうところで勉強してもらった人たち

がこういうものをやらないと、一般の住民では、とてもじゃないけどインターネットを見たっ

てわからないと思います。非常に難し過ぎる。そこら辺をどういうぐあいに皆さんに興味を持

って見てもらえるようにするかが大事なことじゃないかなと私は思います。 

【委員】 

 区民検討会議というのはどういう組織なんですか。3ページに、「区民検討組織である区民

検討会議及び区民と、議会・区」とありますが。 

【委員】 

 基本自治条例を今揉んでいる組織の一つが区民検討会議、40人ぐらいのメンバーの組織があ

るんです。 

【委員】 

 予算の概要の、細街路のところを見ているんですけど、115ページのところでもいいんです

けど、特定財源というのは何かわからないです。どういうことですか。 

【事務局】 

 事業を行うに当たっての財源として、大きく一般財源と特定財源というものに分かれまして、

一般財源はわかりやすく言うと、区民の皆様の直接の税をもとにしている。特定財源というの

は、国とか都からの交付金なりが一部入ってくる財源です。 

【委員】 

 もしこの細街路だったらば、そういう財源の一部が区とは関係なく入ってくる。区の私たち

の税金とは関係なく、国と都がここに出してくれているものなんですか。 

【事務局】 

この1億5,100万という事業に対して、この計画どおりにいくと、60万という特定財源が充て
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られているということです。この細街路の部分ですと、使用料・手数料という部分があります。

これはその事業の中で手数料なりを多分取っていると思いますので、その部分がこの事業の一

部に当てられるということです。 

 この予算の欄の8ページのところに、一般財源と特定財源という歳入の大きな内訳が入って

ございます。 

 一般財源というのが特別区税など基本的には区が直接収入してくるものです。 

 特定財源は分担金・負担金とか国庫支出金、都支出金など、国や都がその事業に応じて、そ

れぞれの事業ごとに補助基準を持っていまして、それにあわせて区に入ってくる。それ以外に

今ご案内しました使用料・手数料とか、その事業のために取る使用料・手数料はその事業で使

っていくということになりますので、そういう部分が特定財源という形でこちらに出てきてい

るということです。 

【委員】 

 そうすると、細街路で考えれば、ローリング16ページの70番に変更内容というのがあって、

細かい数字が出ているんですね。年度別の計画で、22年、23年とかと書いてありまして、拡幅

延長が約6.5kmで、区道でも拡幅されていないみたいなんですね、初めて知りましたけど。そ

れで、区道の方が10メートル400カ所増やすんだけど、私道の部分は増やさないんですよね。

区道の拡幅はしますと受け取れるので、この「外部評価を踏まえた区の取り組みについて」の、

下に空きがありますから、こういうのはここに入ってくるとよくわかるわけです。 

 言葉だけじゃわからないわけですよ。やはり数字が基ですから。私たちが一番問題にしてい

るのは、区道はもうできているかと思ったわけです。それなのにできてない。一番私たちが悩

んでいるのは私道の部分なんですよね。区道の人にパンフレットや何かをお配りになるという

のだったらちょっと違ってくるので、私道の部分にもこれをちゃんとやって欲しいわけです。

だから、こういうのがここに入れば、どういうことを考えていらっしゃるのかわかるわけです。

区道の部分でやっていないところをこの予算でなさるのか、私道の部分はほったらしになって

いるのかというのがわかるので、これをここに入れていただくと外部評価もわかりやすいと思

います。 

【委員】 

 先ほどから、我々の評価結果が具体的にどういうふうに反映しているかということについて

明確でないというご意見があって、私はそういうことははっきりさせたいという気持ちは当事

者としてはありますけれども、一方、今まで自分がいろいろなことでやってきた経験からする

と、このところでも記述されているように、行政評価・決算分析に基づく重点的効果財源の配

分とか、ほかのところでも、別に行政評価だけで変更するとはどこにも言っていないんですよ

ね。ですから、そういう意味で、行政評価というものも一つのファクターとして、あるいは行

政評価を特に重点的に勘案してやったものはこれだというふうに明記してもらうというなら、

それは可能かもしれないですけど、全般的に行政評価のものがどの程度反映しているかという

ことを明らかにする、あるいは何か事務局ではそれをある程度しますよとお答えになっている
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ような気もするんですけれども、できるんですかねというような感じもしています。特に内部

評価で、特に何か絞って、これはぜひやってもらいたいといったことは明らかにし、それにつ

いては結果をフォローするというような仕事の仕方というか、この委員会の持っていき方にし

ないと、そういうことはできないんじゃないか。 

【会長】 

 私も聞いていて思ったんですが、昨年までは新規の計画の前の事業でしたから、外部評価に

対する回答を区長からいただいたものは、次になかなか反映しにくいということで、一応それ

でおしまいということだったわけですが、今年度の我々の外部評価というのは、同じ内容、同

じ事業を、次年度も評価し直すわけですよね。ですから、一度投げかけて向うから回答が来て、

また投げかけられるという、その応答が何回かあるわけですから、今回、外部評価を踏まえた

区の取組みとそれからローリングがどのように変わったかということは、内部評価に加えてこ

れも見て、全体の流れを2年分というのか、流れを見て評価しないことにはまずいわけですよ

ね。そうすると、今おっしゃったように、この区の取組みと、ローリングの間のつなぎの部分

がよりわかりやすくなった方が、我々にとっては次年度の作業がやりやすいということです。 

 今申し上げたような理由で考えると、この「取組み」とローリングを合体としたような、

我々の評価した内容でかなり内部評価と食い違って、これは大きな論点になっているのか、い

や、そのとおり普通にされているのか、全くおっしゃられるのと同じように書かれているから、

我々はそれがわからないということがあるので、これはむしろ我々の外部評価委員会のために

この2つの資料をもう少し合体して、我々の評価に対して区長さんがどのような判断をされた

のかを分類、整理していただいたほうがいいんじゃないかと思います。 

【副会長】 

 今、皆さんの言われたことは非常にもっともだなと思うんですけど、そういう感じはどうし

て生ずるかと自分なりに考えると、この「区の取組み」の区長の総合判断では、区長のと書い

てあるけれども、各担当課がお書きになったので、官僚答弁というか役所の部署というか、

我々はこう思うと書いているのに、それに対してそれは理解は間違っているとか、いや、その

とおりだとか、そういうことをきちんと書いていただいている回答もあるけれども、そうじゃ

なくてイエスなのかノーなのかよくわからないような書き方で、結局何かよくわからない。 

 恐らく精密に照らし合わせれば、そういうよくわからないところは予算にも反映されていな

くて、要はこちらの考えたことは、そんなの全然間違っていると、担当課が思われた個所なの

かもしれませんけれども、こっちははっきりとこうすべきじゃないかと言っているのに、何を

お考えになったのかよくわからないというような文章が多い。でも、多分これは自分が役人で

あってもやはり同じように書くんじゃないかという気もするんですよね。そこをどうしたらい

いかというのがよくわからないのですけど、さっきの細街路のところを見ると、通常、細街路

の拡幅は、建て替え計画にあわせ整備するものであるとしていて、だからこれはそんなに簡単

にできるものではないと言っていると思うんですよね。 

 もっとはっきり素人にわかるように、ご見解の背景にある認識には、間違っていると思いま
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すとか何かそういうことを書いてくれればすぐわかるんだけど、区長の総合判断は、過去の整

備実績から目標をたてていますと書いて、外部評価で言っているようにはできないと匂わせな

がら、しかし、「今後は既に塀などが後退しているか、道路状になっていない箇所の整備には

取り組んでいきますので、年間整備目標を6キロから6.5キロに変更します」と、ここで突如と

して具体的な整備目標が報道されていている。するとこの区長は一体何を考えてこういう結論

に至ったのかというのがこれを読んでもわからないんですね。外部評価の言っていることは専

門的には成り立たないということをまず最初に言いながら、しかしこういう手法で少しはペー

スを早める余地があるので、ペースが遅いとおっしゃるなら少しは早めましょうと、何か我々

そういうことを求めたんだろうかという気もするんですね。 

 一般に、区民が細街路の整備をもうちょっと早くやれと言ったときにこういうふうに言われ

るのはわかるんですけれども、外部評価として細街路拡幅のあり方はこうじゃないかと言って

いるんだから、無理して6.5にして欲しいと言っているわけではないと思うんです。 

 むしろ、細街路の拡幅というのは、外部評価委員会がお考えのようにできるようなものでは

ありませんと、はっきり言って欲しいと思います。僕は専門家じゃないのでそういうのはわか

らないんですけども、何かそういう回答が多いんですよね。多分自分が役人でもそう書くと思

うので、どうしたらいいかなとは思いますが。 

【会長】 

 結局、建て替え以外のところでも危険なところがあるから、建て替えでなくてもできるとこ

ろをやってというのが我々部会の提案なわけです。ところが、建て替えがきっかけでなかった

ら、マンパワーも予算も非常にかかるからそう簡単にはできませんよと。最後この6キロから

6.5というのは、もう既に塀は下がっているけれども、道路形態になっていないところもある

から、最低限そこだけでも道路形態にすると、少し安全性が高まるかもしれないから、やって

それをカウントしますという答えですね。 

 こういう事業手法でやったらどうですか、ただお金はかかるし、マンパワーももう相当要る

からできませんと書けば、では他を削ってここにやったらというのが僕らの次の提案になるわ

けだけど、ならないでおしまいになっちゃうんですね。 

 先ほど申し上げたように、こういうふうに書かれたものは、もうこれは成果としてあるわけ

で、これをちゃんと読み直さないと、次の年度の評価ができないですよね。 

【委員】 

 昨年、区長に答申をした折に、今回の外部評価では、前年度に扱ったテーマをがらっと変え

て、チームも変えて、実はあまりわからない分野について同じ手法でやったから、時間があれ

ばもっと現場も見たり、もっと突っ込んだこともあるいは言えたかもしれないけれども、時間

がないこともあってそこまで言えなったという意味での忸怩たるものがありますというような

ことを申し上げたんです。 

 こうやって資料で頂戴して、私はこんなに反映されているとはとらないんです。そうじゃな

くて、1つは、行政側は、外部評価を利用しきっかけにして、増やすべきものは増やすとか、
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ある部分利用されている部分はあるだろう。それはそれで構わないと思うんですね。そういう

意味で言うと、先ほどの細街路の話というのは、まさにその一点重点といいますか、みんなで

見て、そしてそこを実際に確かめてという話と、今期私が担当した部分、日ごろあまりご縁の

ないようなテーマをそれなりに書いたというレベルのものとは一緒にならない。今期というの

はともかく全部やりましょうという合意の中でやったわけですから、半分利用されたりしたも

のなのかなと思います。 

 それと、副会長と感想は同じなんですけれども、我々が自分の言葉でしゃべればもっと突っ

込んだ、あるいは切り込んだ物言いができていたに違いないんですけれども、事務局でまとめ

たものを受け、行政の中でそれに対応すると、議論が大変丸まっていて、我々のその鋭い気、

切っ先といいますか、そういうものも、あまりよくわからないものも一緒になっていてという

部分を読んでいて感じるんですね。去年も同じような感じがしましたけれども、今年は全体的

に少しは改善されたということは伺いましたけれども、基本的に読んで感じるのは、両方とも

丸まっちゃっていて、これでも少しずつ前進しているのかなという感想です。 

【副会長】 

 今のご意見を聞きながら、少し頭が整理された気がしたんですけれども、語気鋭いかどうか

という問題よりは、評価の文化というか、結局重要なのは、我々はこう思いますとはっきり言

ったことに対して、担当課のほうもはっきり言って欲しいということなんですよね。 

例えば新宿多文化共生プラザについて、「外部評価を踏まえた区の取組み」60ページで、む

しろ中間支援組織的にいったらどうかというようなことを書いているんですけれども、それに

対する答えはよくわかんないんですよ。だけど恐らく、それだけにはできませんというお答え

だと思うんですよ。日本語学習支援や相談事業をしっかりやりますと言っているんだから、中

間支援組織に特化するなんていう一面的なことをしないんだと言っていらっしゃると思うんで

すね。だから、そこをはっきり言ったらいい。 

 コーディネーターとしての中間支援的なものに特化するという方向は、施設の目的からして

一面的過ぎると考えますとか、何か対話をできるような、論点を明確にして、それについてそ

う考えないとか、そう考えるとか、そういうやりとりのできる文化をつくっていくということ

が、外部評価のメリットなんじゃないかと思うんですね。 

【委員】 

 ほぼ皆さんのご意見と同じなんですけれども、区の取組みについてを読むと、こちらとして

は内部評価については、こういう視点をこれからは入れてくださいと書いているつもりが、答

えがそうなっていないんです。例えばワーク・ライフ・バランスのところなんかもそうなんで

すけれども、ページでいきますと14ページ。例えば、相談の実施や相談対応においてその対象

企業の個別規模、地域などに応じてきめ細かい施策が行われていることが重要であり、この点

が内部評価では不明確であると書いてあるんですけれども、それに対する答えは、希望する企

業のニーズに合わせたきめ細やかなコンサルタントの派遣ができるものと考えます。考えます

と言われても、こちらとしてはきめ細かな施策が大切であり、その点を内部評価で不明確なん



 - 12 -

ですよと言っているんですから、きめ細かい対応を考えましょうと言うんじゃなくて、派遣で

きるものと考えますという言い方は、少なくとも役所的な言い方なんだろうと思います。 

【委員】 

 これはしないということですよ。この文章の読み方は、そういう役所がお答えになった文章

の読み方で読まないと。普通の読み方で読んでも、それはとてもわからない。 

 だから、今年も同じテーマでやって、責め立てるしかないので、それを少し絞ってやるかど

うかという判断を我々が背負っていると考えるべきじゃないかと思います。大きく乖離してい

るというかね。 

【委員】 

 そうですね。 

【委員】 

 我々の発言で、それが予算がついたなんていうことはなかなかないと思いますね。 

【会長】 

 さて、じゃほとんどの方がおっしゃったように、わかりにくいという側面はあるにしろ、こ

れは必ずしも我々に対して書いているだけではなくて、区民に対してなかなかわかりにくいと

いう側面があるということで、もう一つは、先ほど申し上げた来年度外部評価をするに当たっ

て、区の取り組みとローリングをつなぐ資料があった方がきっと次年度わかりやすいんだろう

なと思うんですが、そのことをお願いするのはよろしいですか。 

【委員】 

 それと新型インフルエンザなんですけど、区長の総合判断とこちらの予算上は違うんですよ

ね。私たちが言ったのは、企業と私たちみんなで、区民や何かにパンフレットでじゃんじゃん

と知らせていくようなことです。世田谷区は協働の委員会を開いて、そういう対策をどうしよ

うかというのを、リハーサルみたいな感じでやっているんです。そういうものをやって欲しい

という感じだったんですけれども、ローリングでは、発生早期の発熱外来を1カ所増やします

とか、新型インフルエンザになった人の相談を強化しますとか、それでパンフレットのことは

一つも予算に書いていないんです。これは健康部だけではできない話なのでということを言っ

たはずなんですよね。 

【委員】 

 この文章はゼロ回答なんですよ。だから、予算がついていないというのはしようがないんじ

ゃないですか。だから、それを言うかどうかは別の問題ですよ。 

【会長】 

 従来だと、内部評価が出てきてから外部評価をするわけだけど、内部評価が出るまでにあと

数カ月あるわけですよね。その数カ月の間に今回の区の取り組みとローリングをもう一度各部

会で確かめましょう。 

 この回答の意味が、行間を読むというか、ゼロ回答なのかプラスなのかマイナスなのかとい

うことを確認しないと多分次年度の外部評価はスタートできないと思うんですよね。 
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 その後の方針はいくつかあって、全然これは回答だめだと、もう一回きちんと言い直すとい

うところもあるだろうし、まあ評価できるから無理に次年度はあまりやらなくてもいいかなと

いうのもあるし、評価に対する回答のまた評価みたいなことをきっとやらないと、次の年、何

も生かされないような気がします。どうでしょう。 

【委員】 

 そうしてやらないと見えないところが随分ありますよね。 

【会長】 

 昨年度無理して全事業を行ったとか、個別事業についても時間がなかったけどやったという

のは、それが生きてくると思うんですですよ。 

【事務局】 

 この外部評価を踏まえた区の取り組みというのは、行政管理課が評価の一環としてやってい

るわけです。それに対して企画政策課が実施計画のローリングをやって、それで最終的には財

政課で予算に落とし込んだという、こういうつくりになっているわけです。 

 これは縦割りのある意味では悪い点がここに出ちゃっているんですね。今のご指摘の点でい

けば、そこの部分を一括して1冊でわかるように、少なくとも評価を行っていただいた部分に

ついては、それがどういうふうに計画化されて、それが実際の当年度事業予算にどういうふう

に反映されたかというのがこの表を見ればわかるというような形に編み直せれば、一番このご

疑念は解消されるのかなと思います。その辺については、今後このつくり方を踏まえて、少し

検討させていただきたいと思います。 

【会長】 

 できれば部会ごとに分けていただいけるとありがたいですね。 

【事務局】 

 そうですね。 

【委員】 

 我々の作業のために工夫をお願いします。張りつけでも良いような気もします。 

【会長】 

 先ほど副会長も言われた、新しい計画の評価の文化を新宿区も取り入れようということが

我々の目標ですから、こういう役所の書きっぷりも少しずつ変えていただく努力も必要だし、

先ほど事務局に話ししていただいたこの資料のつくり方についても、少しずつ改善をしていた

だきたいと思いますので、これは4月以降の会議のやり方とこの資料のつくり方を別途ご相談

したいと思います。 

2 来年度の評価の進め方 

【会長】 

 では、2つ目の議題「来年度の評価の進め方」にまいります。事務局に説明をお願いします。 

【事務局】 

 次第に（1）から（4）までございます。 
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 （1）の「補助金の評価について」については、前回の外部評価委員会のときにお話をして、

行政監査の補助金に関する監査報告書も前回お配りしたと思います。その中で補助金について

は、平成16年に審査会で、廃止に向けて検討すべきもの、見直すべきものという整理をしてい

ただいて、3年かけて見直しました。昨年度からは内部評価でも、補助事業も個別に評価し、

計画事業に関係する場合は外部評価でもその部分をチェックしていただいています。 

今回行政監査で、補助金について、前回の審査会の答申を受けて見直した内容が実態として

十分反映されていないのではないかというご指摘、あるいは補助金を交付した後の効果に対す

る実績評価といいますか、その部分が不十分ではないかというかなり厳しいご指摘をいただい

きました。 

ここで区としましては、補助事業について22年度に見直しをかけていきたいということです。 

 補助事業につきましては、審査会の答申を踏まえて見直した後、補助事業を新たに立ち上げ

るときに3年を目途に見直しをするという方針を出してこれまでやってきてございます。 

 前回の見直しが終わって丸3年経つということもありますので、22年度には補助事業につい

てももう一度見直していきたいということで、その部分を外部評価委員会の皆様の目を通して

評価いただければということが第1点目でございます。 

 2点目の「経常事業の評価手法の検討について」でございますけれども、これは、これまで

も外部評価委員会で、計画事業だけでなく、経常事業も評価すべきではないかというご議論を

何度か繰り返されているかと思います。経常事業については、特段計画期間とかそれに対する

目標、指標が明確になっていないという部分もあって、何度か議論の俎上にのっていますけれ

ども、ではどうしていくかという部分については、具体的に方向性が出ていなかったところで

ございます。昨今経済情勢が厳しくなっていく中で、区としても今後財政状況がかなり厳しく

なっていくことも予想されます。計画事業と経常事業の比率を見ますと、経常事業のほうが比

率としては多いものですから、経常事業についても一定の見直しが必要になってくるだろうと

思われます。 

 そういう中で、経常事業を全部を評価するということは、数的には計画事業より多くなり困

難だということもございますので、外部評価委員会の皆様でどういう形で事業を抽出したらい

いか、あるいはどういう形で評価していったらいいかという評価指標等について22年度にご議

論いただければ非常に助かるということで2点目に挙げさせていただきました。 

 3点目は「事業仕分けについて」ということで、これにつきましては昨年の政権が変わって

から、テレビでも事業仕分けが中継されて注目を浴びているところでございます。事業仕分け

はもともと地方自治体から始まり、報道等でかなり注目を浴びていますが、その評価の基準な

り事業の選定の基準が不明確ではないかという批判もございます。 

 そういう中で、区の中でも議会から、事業仕分けの手法を行政評価の中に取り入れたらどう

だろうかという意見も出てございますので、併せてこの事業仕分けと行政評価の、外部評価委

員会の関わりとか、もし事業仕分け的な手法でやるとしたらどのような形でやっていけばいい

かということをご協議いただければと考えています。 
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昨年まで、この外部評価委員会の中で、外部評価委員会の位置づけとして、その計画自体に

問題があると考えるときに、それは言えるのかどうかというのは、ご議論いただいたところか

と思います。 

 一方で議会のほうからは、政策判断に踏み込む部分は議会がやるべきものではないかという

意見があるということもご紹介している中で、昨年、外部評価委員会としては計画事業につい

て、区民から選ばれた区長が定めて、その区民の代表の議会が承認したものである以上は、明

らかにおかしいとならない限りは、計画事業そのものの判断にはいかないで、それが効果的・

効率的に行われているかを評価するのがこの外部評価委員会の役割ではないかということをた

しか整理していただいたかと思います。 

その部分で若干もう一度戻るような部分が生じるかもしれませんけれども、この3点を、来

年度全体をどうするかということと並行して、ぜひ取り組んでいただければと考えてございま

す。 

 「来年度の評価の進め方」の部分については以上でございます。 

【会長】 

 ありがとうございます。 

 1つずついきましょう。まず、補助金のところから。 

 補助金のことについてご質問のある方はいらっしゃいますか。 

【委員】 

 補助金については、議会でもちろん審議をして、第三者委員会にかけて審議をして出してい

るわけですよね。その評価というのは決算委員会などできちっとやっているはずですよね。 

 それを踏まえて外部評価委員会で精査をするということになるのでしょうか。あるいは、補

助事業に対する効果を主なねらいとするのかどうか。その辺の視点はどうなんですか。 

【事務局】 

 補助事業につきましては、平成16年に一度外部の目で審査いただいて、ある程度振り分けを

していただいて、それに沿って見直しをしてきた経緯がございます。ただ、その後、17年以降

に新たに立ち上げた補助事業もございますので、そういう部分については、内部評価、行政評

価の中に取り込んで評価してきたところでございます。先ほどご案内しましたとおり、補助事

業について、区は基本的に3年を目途にサンセットで見直すという考え方を持っていますので、

今回この補助事業について、前回と同様に外部の方の目で、それが本当に効果的なのかどうか、

その目的に沿って効果的になされているかどうかという部分をきっちり見ていただければと考

えてございます。 

【委員】 

 確かに補助事業そのものを評価するわけですね。 

【事務局】 

 はい。 

【委員】 
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 いわゆる補助金を出している側の問題点を区政の側に立って検討まではできるかもしれませ

んけれども、実際にその補助金を受けて使っている側の効果まで分析して、その補助事業が適

切に運営されているかというところまで、もしやらなければいけないということになると、そ

れは大変なことなんじゃないかということです。昨年度、補助事業じゃなくて、いわゆる外部

に委託しているような事業についてやりましたけれども、外部に委託している場合にその区の

管理の側がどうであるかということにある程度絞ったようなところでとどめたというのが現実

です。それを、補助金の現在の管理の仕方が全体として適切であるかということについてやる

というならまだできるかもしれないけれども、一個一個の補助金のパフォーマンスについてや

るということはできますかね。外部評価の委員会というのはそこまでのデューティーを負って

いるんですかね。 

【委員】 

 それから、補助事業自体がわからない。これは予算を見ても、建築費の助成とか運営補助と

かいろんな言葉が出てくるんですよね。私みたいな素人にはどれが補助なのか、助成も補助な

のかさっぱりわからないのに、補助事業の評価なんて言われても、どれを評価していいのやら

わからないです。 

【会長】 

 では事務局に、資料1と資料2、それからあくまでも事務局案としての資料3、について、事

務局のイメージをもうちょっと詳細にご説明ください。 

【事務局】 

 資料1は、昨年の内部評価のところで補助事業の評価というページがございますけれども、

そこに載せてある70の事業の一覧になります。 

補助金についての内部評価を一つ一つ外部評価委員会のほうで評価していただくのはなか

なか大変だということもございまして、外部評価委員会は、基本的に計画事業を評価する中で、

計画事業に関係している補助事業については、この補助事業の評価も見ながら計画事業全体を

見ていくという流れでございました。来年度、この70の補助事業について、計画事業と同じよ

うなイメージで、まず区の内部で自己評価する。それをもうちょっとわかりやすいような書式

にした上で、この評価シートだけではなく、実績報告あるいは事業計画など関連資料も事業課

に出させた上で、区が内部評価したこの補助事業に対する評価が妥当かどうかを外部評価委員

会の皆様で評価していただければというのがイメージでございます。 

 その過程で、それぞれの事業を実施している関係課のヒアリングを必要に応じてやっていた

だき、そういう中で見ていただく。資料2では一つのたたき台という形で補助事業評価シート

を作成しております。一番右上のところに、この補助事業が区の施策の中でどこにぶら下が

っていくのか、どの事業と関連しているものかというものをまず書かせた上で、補助事業名あ

るいは根拠法令（要綱）等の資料を添付させる、あるいは補助金の申請手続、清算のところで、

それぞれ写しや何かを必ず提出させて、いわゆる附属資料をかなり充実した内容させた上で、

行政内部で評価したものをご判断いただくような流れを考えているところでございます。 



 - 17 -

【委員】 

 要するに、補助金の金額云々じゃなくて、それに対して内部評価はこういう評価をしたんだ

けれども、果たしてその評価自体が外から見たとき、それは合っているかどうかというだけの

ことで、数字がどうのとか、施策がどうのとかということはやらなくていいわけですか。 

 内部評価のあり方だけを評価しなさいという形でいいのですか。 

【事務局】 

 計画事業に対する評価では、今回の場合ですと20年度から23年度の4年間の計画ということ

で、それは当然議会の承認も得て事業がスタートしていますので、その部分を今度踏み込んで、

その是非自体ということになりますと、確かに議会からご指摘いただいている、そこまで外部

評価委員会が立ち入っていいのかどうかということもございます。補助事業につきましては、

計画的に何年間これでやりますというものががっちりしているわけではございません。 

【委員】 

 内部評価が機能しなかったら、この評価は何だと、何でこれがだめだと言わないんだぐらい

ならいいけれど、その事業自体を我々が評価したら、本当は区がやりたいことを外部評価の名

前で持っていくような、そういうふうな意味合いにとってしまいますが。 

【事務局】 

 外部評価委員会の看板を借りてと言うと語弊がありますけれども、それで区の思いを進めよ

うということではなくて、区の内部での評価については、客観性という部分で、職員として一

生懸命やっていもなかなかご理解いただけないのが現実で、そういう部分で第三者の目を入れ

ていただいた評価がどうしても必要になってくるということもございます。 

区としては、外部評価委員会というものを組織として立ち上げてございます。それとまた別

の組織を立ち上げて、そこでこの部分だけ評価するというのも仕組みとしてはどうなのかとい

う部分がございましたので、外部評価委員会の力をお借りして、あくまで行政が責任を持って

自己評価した上で、外部の目から見てそれがどうなのか、そんなに効果がないんであれば、場

合によっては踏み込んだ発言というか、評価にまで踏み込んでいただいても、補助事業の場合

は単年度である程度動いていくので、これまでの部分とはそんなに理屈のずれはないだろうと

いうことでお話ししたところなんです。 

【会長】 

 資料3では、ヒアリングをやって補助事業を評価して欲しいと事務局は考えているわけです

よね。ここをちょっと簡単に説明してください。 

【事務局】 

 このスケジュールですけれども、白抜きの部分が昨年までの概ねの流れでございます。先ほ

どご案内しました、これにあわせまして、（2）、（3）でいわゆる経常事業の評価の手法、今

後どうしていったらいいのか、あるいは事業評価の仕組みをどうしていったらいいのかという

部分の検討もございます。 

これまで夏場に計画事業のヒアリングをしていただいておりますけれども、ほぼそれと同じ
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時期にこの補助事業についても関係課のヒアリングをしていただいて、その結果を参考に、外

部評価委員会で評価いただければということで、事務局の案としては昨年に比べるとかなりご

負担になろうかと思いますけれども、外部評価の委員会の日程を提案させていただいていると

ころでございます。 

【会長】 

 これは第2部会だと46事業、常勤しないと。 

【第2部会長】 

 例えば内部評価に対して、私どもは計画事業の内部評価についてこうやったらいかがですか、

こういう視点も必要ですよと言ったのにもかかわらず、暗にやらないというお答えをいただい

ているわけですよ。 

 計画事業評価に上乗せして補助事業をやるとなると、どうなんでしょう、できるんでしょう

か、やることはやっていますね、そうですねという感じで終わっちゃうんじゃないですか。 

 さらに言うと、補助事業のこのリストを見ますと、かなり価値が入ると言うと変ですけども、

例えば公衆浴場の改修云々が出ていますよね。この時代に新宿区に公衆浴場が地域にいくつあ

って、その中で区がお金を出してまで改修する必要があるのかどうなのかというようなことと

いうのは、かなり委員の方の価値が入るかもしれない。それに対して必要なんだと言われたと

き、いや、最近は皆さんお家にお風呂を持っているから、いや、自宅でお金がないからお風呂

に入らないで公衆浴場に行ったほうがいいんだとか、もっと言うと、高齢福祉センターみたい

なところのお風呂と公衆浴場がバッティングするんで、お風呂を作っちゃいけないとか、そう

いうトラブルみたいな話になったときに、評価するって難しいだろうなと思うんですよ。 

 区がある意味で景気がよかったと言ったら失礼ですけれども、予算ができたときにかなり補

助事業って増やしたと思うんですよ、要望で。ここに来てちょっと予算がきつくなったときに

どうしようかというのを、先ほど言いましたように、別に私どもが言ったからどうこうではな

いとおっしゃったんですけれども、このリストを見るときついなというのが本音です。 

【事務局】 

 部会の振り分けは事務局で作った資料で、計画事業・個別目標に当て込んでいくと、この部

会がその計画事業等を担当しているということで振り分けているところでございます。しかし、

昨年も、建築物の耐震化などは第1部会じゃないかとかというご議論がございましたので、そ

の点で必ずしも今の部会どおりでなければならないということでもないかと思います。ただ、

計画事業と関連したものがあれば、当然その部会で評価していただかないと、計画事業の評価

と補助事業の評価でねじれ等が発生する可能性もございます。部会の割り振りについては外部

評価委員会でご検討いただければと考えています。 

 それともう一点、この補助事業を外部の目で見ていただきたいという部分は、冒頭にご案内

しましたように、行政監査のほうで補助事業についてはかなり厳しい指摘を受けています。 

この中で14番のところに、看護高等専修学校事業助成というのがございます。これが実は補

助金の審査会のときに廃止に向けて検討すべきだとされていたものが、ずっとＣ評価になって
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いまして、引き続き廃止に向けて協議していくということで21年度まで続いていたものです。 

 行政監査からもやはり同じような指摘を受けまして、22年度からこれは廃止という形になっ

てございます。 

テレビの事業仕分けのイメージのように、この外部評価委員会で補助金をばさばさ切り分け

るということではなくて、行政監査の中で指摘された、効果が不十分ではないかとか、あるい

はきちんと実績を把握していない中で継続するのは問題があるんではないかという指摘を受け

ていますので、見直しに当たってはその行政監査で指摘された視点なりを踏まえてやるという

部分がございます。 

これまでどちらかというと計画事業にぶら下がっている部分だけを評価いただいたものを、

一応70の事業について、内部評価も、よりわかりやすい形で評価シートをつくらせていただい

て、それになおかつ附属資料もきちんと出させるようにして、それを踏まえてヒアリング等で

区の判断が正しいかどうかという部分をご議論いただければと考えております。 

【委員】 

 この中で、部会長指摘の12、13の事業なんかは、区単独の事業じゃないでしょう。東京都か

らの助成があって、区の持ち出しがあっての事業でしょう。 

【事務局】 

 12、13は区の単独事業です。 

 これと違う表題で公衆浴場の補助事業が確かもう一つあります。 

【委員】 

 じゃ、もうこの事業というのは全部区単独の事業と考えていいですか。 

【事務局】 

 はい。 

【委員】 

 区独自の判断でも評価できるということですね。わかりました。 

【事務局】 

 行政監査では、補助事業として111事業載ってございますけれども、件数が合わない部分と

いうのは、行政監査のほうは、例えば地域協働事業への支援の場合だと、各出張所別に10事業

とカウントしていたのを補助事業評価では1事業にしているとか、今お話があった特定財源の

あるものも行政監査では対象にしていますが、内部評価のほうは区の単独の補助事業だけを対

象にしているということで、それで約40事業、補助事業評価のほうが少ないということです。 

【委員】 

 前やっていた商店街の問題なんかは、商店街の活性化だとか何かと補助事業へ行き着くんで

すよね。そこへ行き着くと両方で1.5億から2億ぐらいの補助金を使って、そういうのが何か内

容がよくわからないという意味では、やったほうがいいかなという意見です。 

 それで、お聞きしたいのは、去年いただいた監査報告書の位置づけ、4事業は廃止したほう

がいいとか、6事業は抜本的に改正したほうがいいとか書いてありますね。これの位置づけと、
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我々がこれから今年度からやらなければいけないこととはどう違うのかということと、監査委

員4人だけでこれだけの監査をやって、こういう報告書を出されているのかということです。 

【事務局】 

 行政監査は、監査委員は4人ですけれども、実際その下に監査事務局があります。今職員が7

名から8名、実動部隊としては、局長を除いて7名の主査がいるんですが、この行政監査を専門

に担当している者がそのうち1人おりまして、その1人を中心に他の職員が応援するような形で

全部チェックをかけていく。そこが実動部隊として動いて、それぞれで書類上あるいは事業課

の担当者からヒアリング等して、補助金を出した後の清算がどうなされているか、手続き等を

確認します。また、監査委員がそれぞれの事業課を呼んで全部ヒアリングをします。それらを

総合的に監査委員でまとめて、この監査結果報告という形になってございます。実動する部隊

が常駐しているという部分では力強いというか、これが自治法に基づいた監査委員制度です。 

 こちらの部会の評価委員会は区長の附属機関という位置づけでございますので、制度という

部分でいくと監査の意見のほうが法的な重みが高い。外部評価委員会の場合は区長が設置した

附属機関ということですので、その外部評価委員会の意見を区長がどう踏まえて政策に結びつ

けていくかという形で、監査と外部評価の部分には性格の違いがあるかと考えています。 

【委員】 

 これで結構問題になっていそうなものをピックアップしてやったら数は減りますね。 

【委員】 

 地域センターの監査などもこうしたチェックだけですか。 

【事務局】 

 地域センターの場合は、区の財政援助団体という形になりまして、財政援助団体監査という

のが別にあります。 

監査の種類として、定期監査と財政援助団体と工事監査、例月出納検査等、行政監査、あと

一般的に言われる住民監査請求に基づく監査等ございますけれども、行政監査の場合は、効率

性とかをどちかというと重視して見ていく。通常定期監査等の場合は、その支出が適正に行わ

れているかどうか、合規性のをどちらかというと重点に置いてやっていくということで、若干

監査の着眼点は違うということです。 

【会長】 

 補助事業については、3年に1回の見直しの時期に当たるので、70の事業を対象にして欲しい。

夏休みのヒアリングを4回開けば何とかなるんじゃないかという案ですが、これは今日結論を

出さずに、4月の委員会のときまで検討するべきだと思いますので、それなりにまたお考えい

ただくということでお願いいたします。 

 経常事業の評価、それから事業仕分けというのはニュアンスが違っていて、補助事業につい

ては今申し上げた、一応70やったというふうにしたいということのようなんですが、経常事業

と事業仕分けについては次年度やるということではなく、この評価手法、その先のことですね。

23年度に向けて何らかの議論をこの場でして欲しいというのが趣旨のようなんで、それは4月
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のときにもまた議論をしたいと思っていますが、この2つについてご質問なりご意見を少し残

された時間でしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

【委員】 

 我々、4年という枠組みでやって、22年度で終わりでしょう。 

 今、会長がおっしゃった23年度に向けて議論しておいてくれということは、これはずっと続

くんだ、だからメンバーは違っても、外部評価委員会でずっと続けていこうという趣旨ですか。 

【事務局】 

 外部評価委員会の設置条例で、委員の皆様の任期は4年ということでお願いしてございます

けれども、外部評価委員会という制度自体は条例上別に時限ということでございませんので、

今後も続いていきます。 

【委員】 

 過去3年やってきて、行政としても価値があるから仕事を増やしてくるのか、じゃいいかな

と思う気もあるんだけど、その結果、次の仕事を増やしている。 

【事務局】 

 冒頭でもご案内しましたけれども、外部評価に対する区の内部も議会も注目度はかなり高く

て、その評価についても年々わかりやすくなっている部分もございますし、昨年、新宿区の評

価の文化をどう位置づけていくかということを打ち出したということで、期待が非常に強いと

私は認識してございます。 

 そういうこともございますので、区としても経常事業を今後見直していく部分で、区の内部

で評価の仕方とか資料の選定の仕方を考えるのではなく、そういう高い評価をいただいている

外部評価委員会の皆様のところでご議論いただいたものを生かしていければと考えてお願いし

たというところでございます。 

【委員】 

 今まで行政のほうで経常事業のスクラップ・アンド・ビルドみたいなのは、実際どういうと

ころでやっていらしたんですか。意味がないとか、もう役割が終わったとかいう形で、経常事

業を中心にしたとか、どこかと統廃合したことがあったと思うんですけれども、そこはどこが

中心なんですか。 

【事務局】 

 行政管理課は、第一次実行計画の進行の評価、ＰＤＣＡのＣの部分を担うということで新し

く設置されたんですけれども、それ以前は企画課の特命の担当の副参事というポスト、いわゆ

る行革の担当をしているところがございまして、そこが中心になって行財政改革の計画をつく

って、それを計画化する中で経常事業等についても見直しをかけていました。 

 その後を担っているのがこの行政管理課ということで、行政管理課の所管としては行政評価

制度に関することと行財政改革に関することの両方の部分を担っているところでございます。 

 現実的には、予算は財政課が、政策部分は企画政策課が持っていますので、この計画事業の

外部評価を受けてローリング、見直しをかけて予算査定をしていくというそれぞれの役割があ
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り、連携してやっているというのもございます。経常事業等についても必要があれば、当然そ

ういう形で連携をとっていくということになるんですけれども、たまたまこの行政管理課がで

きてから、特段財政状況が極端に悪いということではございませんでしたので、経常事業自体

を評価・チェックして見直すということを取り組んだことはございません。 

【委員】 

 やっぱり厳しくなってくるということですね。 

【委員】 

 そうすると、これは質問ですけれども、現在の文章では、もし経常事業についてスクラッ

プ・アンド・ビルドをされるとすれば、行政管理課が発議をするという形になるんですか。 

【事務局】 

 発議といいますか、それを所管しているということになります。ただ、行政管理課という組

織は私を含めて4人しかおりませんので、そこで全部当然できるというわけではございません。

内部評価でも実際には各部の管理職で構成する評価委員会を設置して、そこで評価したものを

行政管理課で全体調整をして取りまめるという形をとっていますので、全庁的に経常事業を一

から見直すという作業が必要になってくるとしたら、既存の組織を利用するなりＰＴなりをつ

くって、事務局を行政管理課が動かしていくというような形が現実的ではないかと、まだ漠然

としたものですが想定しています。 

【委員】 

 なぜそういうふうに言ってもらったかというと、これも大変なことなので、行政管理課の職

掌に属することであればお手伝いする形で、他のところならば何もやらなくてもいいんじゃな

いかと思ったんですよ。そういうところをはっきりさせておかないと、後々こういうことって、

誰がどういうふうに口を挟んだんだ、誰が言い出したんだということでごちゃごちゃしてくる

問題ですから、その筋だけはしっかりしているんであれば、このテーマならば、まあやるかな

という程度のことです。 

【委員】 

 関連して教えて欲しいんですけど、この経常事業と事業仕分けというのはどこの課がやるん

ですか。 

【事務局】 

 経常事業の見直しというのも、事業を評価して、それを見直していくという流れの中では、

計画事業と基本的にと同じ性格になり、行政管理課の所管です。 

 今回お願いしている経常事業の評価の手法についてご検討いただきたいのは、行政管理課所

管の、今後の経常事業部分の評価のやり方をどうしたらいいのか、ご意見をいただければとい

うことになります。 

【会長】 

 経常事業の内部評価がいいかどうかということですか。 

【事務局】 
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 経常事業は数が多くありますので、それを一遍に評価するというのは大変になりますので、

そうするとまずどういう事業を優先的にやるのか、選んでいく順番とか、その優先度とか、あ

と計画事業と同じよ4つの視点でいいのかどうか、評価基準を計画事業とは変えて何か他に取

り組むべきようなものがあるかどうかとか、そういう手法の部分をご検討いただければと考え

ています。 

【委員】 

 内部評価のシートは、計画事業と同じシートを使うわけですか。 

【事務局】 

 経常事業については、同じような形にはならないと思います。 

 というのは、経常事業は年度別の目標値というものを持っていませんので、またその評価の

視点をどうしていくのかというような部分もございます。 

【会長】 

 結局、今日はそうういうものを次年度やって欲しいというのが事務局の依頼でございまして、

できれば4月の委員会のときに、今まだ疑問にある点も含めて、これから経常事業の評価をし

なければいけない、それは我々の委員会で何をやるかということも含めて、区としてはやらな

きゃいけない状況になってきたのを、外部評価委員会としては我々はどこまで担うことができ

るのか、評価手法の検討もできるのかどうかも含めて、4月の委員会のときに材料を出してい

ただいて、検討したいと思います。 

 さて、もう一つ事業仕分けについても資料が欲しいですね。 

【委員】 

 具体的にどういう展開で、どういう構成でどうなるのかということがわかる資料が欲しいで

すね。国がやっているからやるというのも短絡的過ぎると思いますから。 

【会長】 

 これは我々がやるという話でも必ずしもありません。ただ事業を評価して新たな事業を起こ

していくと、そういうスクラップ・アンド・ビルドも含めて、一つのプロセスとしては重要な

手法であるという認識でご提案がされているので、国の資料よりもむしろ自治体レベルでやっ

ている資料があったほうが我々としては議論しやすいと思いますので、それを出していただく

ことで4月に議論するというのでよろしいですか。 

【委員】 

 数を少なくすれば、抜き取りをやればいいんですよね。どこでやるかはわからないけど、抜

き取って、今までと同じぐらいの時間でできるような量にすればいいだけのことですね。 

【会長】 

 そうですね。 

 4月に向けて、資料のことなど、何かありますか。 

【副会長】 

 第2部会長と割と似た感想を持っているんだけれども、この「区の取り組みにについて」と
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いう冊子で投げ返されたボールはやや不満なんですけど、ある意味、先ほどから意見が出てい

るように、役人的な言葉だけれども、明確なメッセージとして我々として解釈できるものであ

るとすると、評価の文化の成熟に向かった第一歩であると言えなくもないかなという感じがし

ます。そういうふうに考えれば、外部評価委員会という委員会が高く評価していただいている

というのはまんざらでもないかなという気もするんですね。 

 それで、補助金の評価ということになると、作業量が大変だなという感じがしますので、次

回検討していくしかないなと思います。 

 それから、経常事業の評価手法については、これはさっきの補助金のと違って全然事務局か

らも資料が出ていないので、まだどんなものになるのかということを事務局でもまだ検討され

ていないということなんでしょうかね。 

想像するに、中には法令の執行みたいな事業がたくさんあるので、そういうのをそれこそ仕

分けしていくと、本当に評価の対象にすることに意味があるようなものは意外と少ないかもし

れない。その辺のところの基礎的な見通しさえまだわからないので、これもその辺の基礎的な

ところを事務局に整理していただいて、やはり4月に議論することになるのかなと思います。 

 さらに事業仕分けについては、そもそも事業仕分けの意味がよくわからないです。何をする

ことなのかがわからないので、それも今日は時間がないから、4月に大体こういう作業なんで

すということを解説していただくほかないかと思います。 

【第2部会長】 

 補助事業は、できれば類似のものの内容を出していただくといいと思うんですね。例えば、

後半にあります魅力ある商店街づくり支援事業と、商店街にぎわい創出支援事業と、商店街活

性化促進事業というのが本当に違う内容の事業なのに補助金を出しているかどうか。例えば地

域密着型整備、認知症グループホームと認知症グループホーム防火対策とか、その辺が一緒に

できるものなのか、別にしなければいけないものなのか。見ていきますと何となく同じような

ところに予算を別に名前を変えてつけているような気がして、だったら大きく補助金をやった

ほうがそれこそ商店街を活性化するかもしれないというふうに見ると、類似のものの資料を出

していただき、やるしかないんなら、やるしかないという気持ちですね。 

 もう一点は、副会長と同じなんですけど、こちらとしてはこういうふうにやったらいいんじ

ゃないですかと言ったら、いいえ、やりませんと言われたときに、外部評価の私たちは、それ

でやらないんならそうですかということでいいのかどうかということなんですね。もうちょっ

とわかりやすくこうしてください、こういうデータがあればわかりやすいですよと言っている

のに、ああ、そうですかで終わっているわけですよね。 

 これは、今回の次年度の予算化の中では多分、ああ、そうですかでいいんですけど、こちら

の提案に対して向うが受け取ってくれないものに対して、こちらも受け取ってくれないんです

ね、わかりましたでいいのか。やっぱりここは必要だからもう一回考えてくださいと再度ボー

ルを投げるのかというあたりが、この外部評価委員会の役割としてどこまでできるのかという

のを少し皆さんで議論したいと思います。 
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【副会長】 

 こちらでそういうつもりなのかということを前提にもう一回説明するというか、場合によっ

て周知するとか、それは結構こちらがし得ることについてヒントにはなっているとは思います

ので、評価委員会の評価の文化への第一歩という気がしますけど。 

【委員】 

 このような文章では、認められたのか認められていないのかわからない。どうせなら、正答

率というのか、全体でどのぐらい我々が言ったことに対して行政が評価して生かしたかという

ことがどこかにあるといいですね。 

 例えば6割影響したんならいいじゃないかとか、落としろどころがどこかにあるじゃないで

すか。これを文章にするとみんないいのか悪いのかよくわからないという、そこら辺は事務局

で、行政に生かされたという割合が記述できないでしょうか。 

【会長】 

 それは次回の資料としていただき、ご検討することとしましょう。 

では、時間も超過したのでこの辺にしたいと思いますが、僕は実はこの補助金の見直し委員

会というのに四、五年前に入っていたんですよね。そのときは審査委員会で結構厳しくＡ、Ｂ、

Ｃ、Ｄみたいなのもので、即刻やめるべきだみたいな評価もしました。ところが、その後見る

と、行政はその評価をそのとおりやったかというと、結構甘かったと思います。 

 先ほどの看護高等専修学校事業助成、これだって廃止と入れたのを覚えていますけれども、

それがまだ続いていたのかというような印象も正直言ってあるので、今回補助金評価をやるな

らば、前回も出した答申がどのようにその後どうなったか、かなり計画事業より厳しく我々は

明確にＡ評価、Ｂ評価、Ｃ評価と出すべきだと思っています。 

 では、今日はこういうことで、また次年度大きな課題があるということを認識していただい

たという委員会になってしまいましたけど、終了してもよろしいでしょうか。 

 4月の予定を今決めたほうがいいですね。 

 

＜日程の調整＞ 

 

 では、4月6日の午後1時半から4時までということにします。 

 それでは、お疲れさまでした。 

 どうもありがとうございました。 

＜閉会＞ 


